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中学生

高等学校

小学生  大学

職場・一般

4月19日 (土) 〜 5月8日 (木)

コンクール 各地区吹連 県吹連

吹奏楽祭

5月9日 (金) 〜 5月30日 (金)

6月27日 (金) 〜 7月11日 (金)

10月31日 (金) 〜 11月14日 (金) 各地区吹連 県吹連

〒 676-0021

TEL  079-444-0510 FAX

東阪神吹奏楽連盟 岩山   悦志

〒 661-0014 尼崎市上ノ島町１－３８－１ 市立尼崎高校

TEL  06-6429-0169 FAX

西阪神吹奏楽連盟 石井   健昭 

〒 662-0021 西宮市神原１２－４５ 大社中学校

TEL  0798-73-5391 FAX

神戸市吹奏楽連盟 野々村　宙

〒 653-0821 神戸市長田区池田谷町２−５ 長田高校

TEL 078-621-4101 FAX

東播吹奏楽連盟 砂河   順一

〒 673-0856  明石市西朝霧丘4-7 大蔵中学校

TEL  078-918-5850 FAX

西播吹奏楽連盟 不二   真人

〒 670-0083 姫路市辻井９丁目１−１０ 市立姫路高校

TEL  079-297-2753 FAX

但馬吹奏楽連盟 吉谷　直己

〒 668-0013 豊岡市中陰250 豊岡北中学校

TEL  0796-22-2880 FAX

淡路吹奏楽連盟 中川ゆかり

〒 656-0131  南あわじ市広田中筋１０７ 広田中学校

TEL 0799-45-0039 FAX

 06-6429-0177

 0798-73-7496

後援名義使用申請 随　時

県吹連

県吹連

兵庫県吹奏楽連盟事務局　送付先

各地区吹奏楽連盟事務局　送付先

高砂市高砂町朝日町２丁目９ー３１ー１０１

 079-444-0511

県吹連

※申込書・申請書は全て郵送に限ります。また、参加費などは振込のみで受け付けます。

未　定

  0799-45-0182

 079-297-2755

0796-22-2712

 078-918-5851

078-621-4102

各 種 申 込

5月22日 (木)

県吹連

申込期間（当日消印有効）

申込送付先

　兵庫県吹奏楽連盟加盟手続き及び各種事業の参加申込みは、必ず下記の申込み期間・送付先及び送付方法を厳守し

てください。加盟手続きとコンクール申込みは同時期ではありません。

事業名

加盟手続き

吹奏楽コンクール
各地区吹連

5月9日 (金) 〜

県吹連

マーチングコンテスト

アンサンブルコンテスト

指導者研修会

小学生バンドフェスティバル
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兵庫県吹奏楽連盟規約 
 

第１章  総 則 

（名   称） 

第 １ 条 ① 本連盟は兵庫県吹奏楽連盟と称す。 

 ② 本連盟は、一般社団法人全日本吹奏楽連盟関西支部に属し、一般社団法人全日本吹

奏楽連盟の会員となる。 

（資   格） 

第 ２ 条  ① 本連盟は、兵庫県下の吹奏楽団をもって組織する。 

      ② 小学生、中学生、高等学校、大学及び職場・一般の各部門別々に部会を持つことが

できる。 

（所 在 地） 

第 ３ 条  本連盟は、本部を理事長在職地におく。 

 

第２章  目 的 及 び 事 業 

（目   的） 

第 ４ 条  本連盟は、一般社団法人全日本吹奏楽連盟の掲げる目的に即して、兵庫県の吹奏楽及

び管打楽器による音楽の普及向上に寄与することを目的にする。 

（事   業） 

第 ５ 条  本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

コンクール及びコンテストの開催 

講演会・研究会等の開催 

吹奏楽曲創作の奨励及び普及 

各地区の吹奏楽の普及並びに事業の助成 

その他適当と認めた事業 

 

第３章  組 織 

（地   区） 

第 ６ 条  ① 本連盟は、東阪神・西阪神・神戸・東播・西播・但馬・淡路の７地区をもって組織

する。 

         ② 各地区の細則は、地区で決める。 

 

第４章  機 関 

（会議の種類） 

第 ７ 条 本連盟の会議は、総会・本部会・理事会・理事長会・事務局長会・事業部会とする。 
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（総   会） 

第 ８ 条  ① 総会は、本連盟の最高議決機関である。 

         ② 総会の開催は、年１回会長が招集する。 

         ③ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、招集することができる。 

            ④ 総会は、原則として会期の１４日前に通知する。但し臨時総会の場合は、通知の期

間を２日前まで短縮することができる。 

（総会の権能） 

第 ９ 条 総会は次のことを決める。 

⑴ 規約に関する事項 

⑵ 役員に関する事項 

⑶ 事業及び会計に関する事項 

（本 部 会） 

第 １ ０ 条  本部会は、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・事務局次長をもって構成し、

本連盟の業務が円滑に行われるように総括する。 

（理 事 会） 

第 １ １ 条  理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・事務局次長・理事・監事で

構成し、総会に次ぐ議決機関である。 

（理事長会・事務局長会） 

第 １ ２ 条  ① 理事長会は、本部会の構成員と各地区の理事長をもって構成し、本連盟の業務が円滑

に行われるよう、各地区の意見交換・情報提供を行う。 

② 事務局長会は、本部会の構成員と各地区の事務局長をもって構成し、総会及び理事会

で議決されたことを執行する。 

（事 業 部 会） 

第 １ ３ 条  事業部会は本連盟の各事業を分担し、その企画運営にあたる。

（事 務 局） 

第 １ ４ 条 ① 事務局は連盟の本部事務及び本部会議事務の処理にあたる。 

② 構成員は、事務局長、事務局次長とする。また、必要に応じて事務局員を置くことが

できる。 

③ 事務局長及び事務局次長は理事が兼任することができる。 

（会議の定足数・採決） 

第 １ ５ 条  ① 本連盟の会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。委任状によってあらかじ

め意思表示したものは出席者とみなす。ただし、総会については、欠席者は理事長に

委任したものとみなす。 

② 会議の議決は過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 
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（役   員） 

第 １ ６ 条 本連盟には次の役員をおく。 

会 長     １名 

副 会 長    若干名 

理 事 長     １名 

副 理 事 長     ３名 

理 事    ２５名 

監 事    若干名 

事 務 局 長     １名 

事 務 局 次 長    若干名 

（名 誉 会 長） 

第 １ ７ 条 本連盟には名誉会長をおくことができる。名誉会長は理事会の推薦により会長が委嘱す

る。 

（顧問・参与及び客員） 

第 １ ８ 条 本連盟には顧問・参与及び客員をおくことができる。顧問・参与及び客員は理事会の推

薦により会長が委嘱する。顧問・参与及び客員は理事長・理事会の諮問機関とする。 

（役員の職務） 

第 １ ９ 条 役員は次のことをする。 

会長は本連盟を代表する。 

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその業務を代行する。 

理事長は本連盟の事業を総括し、本部を統括する。 

副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときにはその業務を代行する。 

理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議する。 

監事は、事業の運営並びに会計を監査する。 

事務局長は、本部事務処理及び事務局長会を統括する。 

事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときにはその業務を代行する。 

（役員の選任） 

第 ２ ０ 条 役員の選任は次のようにする。 

会長・副会長は理事会で推薦し、総会で承認する。 

理事長・副理事長は理事会で互選し、総会で承認する。 

理事は７地区の理事長・事務局長及び各地区より選出されたものとする。 

監事は理事会で選任する。 

事務局長・事務局次長は理事会で推薦し、総会で承認する。

（役員の任期） 

第 ２ １ 条 ① 役員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

② 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残りの期間とする。 
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第５章  会 計 

（会   計） 

第 ２ ２ 条 ① 本連盟の経費は年会費及び入会金・補助金・寄付金等をもってあて、会計内規に基

づいて徴収する。 

② 年会費、及び入会金は別途定める。 

③ 支出は会計内規に基づいて執行する。 

④ 本連盟の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第６章  付 則 

（細   則） 

第 ２ ３ 条 本規約の施行に必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。 

（規約の実施） 

第 ２ ４ 条  ① 本規約は１９９５年４月１日から実施する。 

② 本規約は２００２年４月２７日から一部改正実施する。 

③ 本規約は２００９年４月１８日から一部改正実施する。 

④ 本規約は２０１２年４月２１日から一部改正実施する。 
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審  査  規  定
 
（吹奏楽コンクール） 

１ 審査方法 ① ７名の審査員で審査をおこなう。 

② 課題曲・自由曲の２曲を演奏する部門については、課題曲と自由曲を１対１の比率で

審査し、まとめてひとつの評価とする。 

２ 賞の決定に関わる審査方法 各団体の演奏に対して、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階で評価する。 

３ 賞の決定に関わる集計方法・賞の決定 

審査員７名中、過半数（４名）以上からＡ評価を得た団体に金賞、審査員７名中、過半数（４

名）以上からＣ評価を得た団体に銅賞、これ以外の団体に銀賞を授与する。 

４ 代表の決定に関わる審査方法 金賞団体について、各審査員が順位をつける。（順位投票） 

５ 代表の決定に関わる集計方法 

順位投票の結果に基づき、各団体を多数決方式で対戦させ、出場団体の順位を決定する。 

※（多数決方式）出場団体を１対１で対戦させ、審査員の過半数が上の順位をつけた団体を勝

ちとする。 

６ 代表の決定.順位投票・多数決方式でついた順位の上位より決定する。 
 
（マーチングコンテスト・小学生バンドフェスティバル） 

１ 審査方法 ５名の審査員で審査をおこなう。 

２ 賞の決定に関わる審査方法 各団体の演奏・演技に対して、Ａ・Ｂの２段階で評価する。 

３ 賞の決定に関わる集計方法・賞の決定 

審査員５名中、過半数（３名）以上からＡ評価を得た団体に金賞、これ以外の団体に銀賞を授

与する。 

４ 代表の決定に関わる審査方法 金賞団体について、各審査員が順位をつける。（順位投票） 

５ 代表の決定に関わる集計方法 

順位投票の結果に基づき、各団体を多数決方式で対戦させ、出場団体の順位を決定する。 

※（多数決方式）出場団体を１対１で対戦させ、審査員の過半数が上の順位をつけた団体を勝

ちとする。 

６ 代表の決定.順位投票・多数決方式でついた順位の上位より決定する。 
 

（アンサンブルコンテスト） 

１ 審査方法 ５名の審査員で審査をおこなう。 

２ 賞の決定に関わる審査方法 各団体の演奏に対して、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階で評価する。 

３ 賞の決定に関わる集計方法・賞の決定 

審査員５名中過半数（３名）以上からＡ評価を得た団体に金賞、審査員５名中過半数（３名）

以上からＣ評価を得た団体に銅賞、これ以外の団体に銀賞を授与する。 

４ 代表の決定に関わる審査方法 金賞団体について、各審査員が順位をつける。（順位投票） 

５ 代表の決定に関わる集計方法 

順位投票の結果に基づき、各団体を多数決方式で対戦させ、出場団体の順位を決定する。 

※（多数決方式）出場団体を１対１で対戦させ、審査員の過半数が上の順位をつけた団体を勝

ちとする。 

６ 代表の決定 ① 順位投票・多数決方式でついた順位の上位より決定する。 

② 同一団体からの推薦は、１チームのみとする。 
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連盟加盟手続き 
 

◇申 込 方 法 

【前年度までとの主な変更点】 

１ 『オンライン申し込み』と併せて『確認メール』を印刷したＡ４用紙のご提出となります。 

＊これまでの申込書の提出はありません。 ＊次年度以降、変更になることがあります。 

２ 総部員数（総団員数）は、コンクール申込時にご報告いただきます。 

３ 各種案内を電子メールでお送りするにあたって、メールアドレスをご登録いただきます。 

 

【加盟手続きの流れ】 

 １ 当連盟ＨＰの「加盟手続き」より、『オンライン申し込み』にアクセスしてください。 

 ２ 必要事項を入力し完了すると、『確認メール』が届きます。 

 ３ 『確認メール』画面のデータまたは、印刷したものを必ず保存しておいてください。 

 ４ 当連盟より発送の「ゆうちょ」の払込票にて、最寄りの郵便局窓口、またはＡＴＭにて、加盟費

を振込んでください。 

 ５ 上記２の『確認メール』をＡ４用紙に印刷したものに、ゆうちょ払込領収書のコピーを貼付した

もの１部を連盟事務局宛に簡易書留にて送付してください（領収書原本は保存してください）。 

 

特にご注意いただきたいこと 

・オンラインでの申し込みや加盟費の支払い、払込みだけでは、申し込みは完了しません。 

・登録メールアドレスは、「@gmail.com」を受信できる設定がされていること、添付ファイルのある

メールが受信できるものにしてください。大学提供の学生メールアドレスは、受信拒否されること

がありますので登録を避けてください。 

 

◇申 込 締 切   ５月８日(木)※当日消印有効、郵送に限る。 

〒676-0021高砂市高砂町朝日町 2-9-31-101 兵庫県吹奏楽連盟事務局 

 

◇郵便振替口座   ０１１５０−２−３８０８９ 兵庫県吹奏楽連盟 

 

◇会    費            ７,０００円 

 

◇入  会  金   （新規加盟団体） ２,０００円 

         

※新規加盟団体は、会費と入会金をあわせて、９,０００円を振込んでください。 

※前年度未加盟の団体は、新規加盟団体扱いとなります。 

※加盟方法についてのご質問は、吹奏楽連盟事務局にお尋ねください。 

 

振込手数料は、各団体でご

負担ください。 
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中学生部門の加盟登録 

コンクール・コンテストへの参加形態について 
 

全日本吹奏楽連盟の規定に沿い、次の（１）（２）（３）の形態での参加が可能です。 

 

（１） （２０２３年度までと同じ） 

・単独中学校として加盟する。 

・単独中学校としてコンクール・コンテストに参加する。 

  

（２） （２０２４年度より） 

・単独中学校として加盟する。 

 ・複数校による合同団体としてコンクール・コンテストに参加する。 

 

（３） （２０２４年度より） 

 ・「地域バンド」「一般バンド」として中学生部門に加盟する。 

（構成員は中学生のみでなければならない） 

 ・「地域バンド」「一般バンド」としてコンクール・コンテストに参加する。 

 

※Ｓ部門については、（１）（２）（３）ともに、総部員（団員）数が、３０名以内、

演奏者は２５名以内でなければなりません。 

 

 

以下に、全日本吹奏楽連盟発行の「規定改定の内容」と「補足説明」を掲載します。お読みいた

だき、規定改訂の趣旨をご理解ください。（全日本吹奏楽連盟ホームページより） 

 

 

中学校の部 規定 改定  （2023 年 1 月 20 日） 

 

「加盟団体に関する登録規定」 

第２条（部門）  

（旧） １ 部門は、小学生、中学校、高等学校、大学、職場、一般とする。 

（新） １ 部門は、小学生、中学生、高等学校、大学、職場、一般とする。  

（旧） ２ 学校教育法に基づく小学生、中学校、高等学校、大学及びこれに準ずる団体 

は、前項のそれぞれの部門に所属するものとする。 

（新） ２ 学校教育法に基づく小学生、中学生、高等学校、大学及びこれに準ずる団体 

は、前項のそれぞれの部門に所属するものとする。 

第３条（団員の構成員）  

（旧）（２）中学校部門 同一中学校に在籍している生徒とする。（同一経営の学園内小学 

校児童は認める。） 

（新）（２）中学生部門 同一中学校に在籍、または校内外で活動する単独校や複数校混 

合の団体に在籍している中学校生徒とする。（活動を共にする小 

学校児童は認める） 
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「コンクール・アンサンブルコンテスト・マーチングコンテスト実施規定」 

第５条  

（旧）①中学校の部  （新）①中学生の部  

第７条  

（旧）①中学校の部 

同一中学校に在籍している生徒とする。（同一経営の学園内小学校児童の参加は認める。） 

（新）①中学生の部  

同一中学校に在籍、または校内外で活動する単独校や複数校混合の団体に在籍している  

中学校生徒とする。（活動を共にする小学校児童の参加は認める）  

 

 

「加盟団体に関する登録規定」の補足 （2023年 3月 22日） 

１ 部 門 

「中学生部門」とは、学校教育法で定める中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期

課程、特別支援学校の中学部に在籍する生徒が参加する部門を指します。 

 

２ 団体の構成員 

（１）中学生部門における、校内外で活動する単独校や複数校混合の団体とは以下のア、イ の２

種類を指します。 

ア 「それぞれの学校長が認めた複数校による合同の団体」 

部員不足により単独の学校単位で大会等に参加できない中学校が、学校長の承認のもと

に結成する複数校による合同の団体。【3-(2)参照】 

イ 「地域バンド等」 

 任意の個人または団体が組織し、中学生で構成された団体。 

ウ 「校内外で活動する単独校」とは、吹奏楽部のない学校に在籍する児童・生徒によって

編成される団体等を指します。 

※ これらは本項「イ」に該当します。 

（２）その他、上記（１）－ア、イに該当しない団体の加盟登録については、全日本吹奏楽連盟理

事会で検討し決定します。 

 

３ 加盟登録上の注意 

（１） 学校教育法で定める中学校、義務教育学校後期課程（３年間）、中等教育学校前期課程

（３年間）、特別支援学校の中学部は中学生部門に登録するものとします。 

（２） ２－（１）－アを結成する場合は、構成するそれぞれの学校が学校単位で該当する部門に

加盟登録していなければならないものとします。 

（３） 地域バンド等で、中学生で構成された団体は、中学生部門に登録するものとします。 

（４）一般団体に所属する中学生が地域バンドとして、中学生の部に出場する場合には、以下に示

す加盟登録が必要となります。 

   構成員のうち中学生のみ、または小学生及び中学生で、中学生の部に出場する場合。  

→ 中学生部門への加盟登録も必要。 
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第７２回兵庫県吹奏楽コンクール申し込み 
 

標記の件に関し、下記要領により行ないます。出演希望の団体は別紙申込書記入、参加費振込みの

上、受領書部分のコピーを申込書に貼付して２部郵送してください。５月９日(金)～５月２２日(木)の

間に申込んでください。期日以降は無効とし参加出来ません。 

 

１ 日    程  ２０２５年８月 ９日（土） ① 高等学校Ｓ／中学生Ｓ部門 

１０日（日） ② 職場・一般／大学部門 

１１日（月祝）③ 中学生Ａ部門 

１２日（火） ④ 高等学校Ａ部門 

１４日（木） ⑤ 予備日 

２ 会    場  （①・②・⑤）三田市総合文化センター (三田市天神 1-3-1  TEL 079-559-8100) 

（③・④）  アクリエひめじ (姫路市神屋町 143-2  TEL 079-263-8082) 

３ 主    催  兵庫県、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社 

４ 後    援  三田市、神戸市、加古川市、姫路市、豊岡市、洲本市（申請中） 

兵庫県教育委員会、三田市教育委員会、姫路市教育委員会 

５ 参 加 資 格  連盟加盟手続きを５月８日(木)までに完了した団体。 

６ 初期参加 費  ６,０００円（チーム）  

７ 申 込 締 切  ５月２２日(木)厳守（当日消印有効）  

８ 書類送付 先  中学生、高等学校部門、吹奏楽祭→各地区事務局(参加費は各地区吹連に振込) 

大学、職場・一般部門→県吹連事務局(参加費は県吹連に振込） 

９ 出演者会 議  ７月６日(日)  場所：ウィズあかし学習室７０４ 

大学／職場・一般部門  15:00受付 15:30開会 

＊欠席した団体の出演順は主催者に一任されたものとみなします。 

10 県大会参加費  中学生／高等学校Ａ部門24,000円(チーム) 県大会出場が決まった後に振込み 

中学生／高等学校Ｓ部門14,000円(チーム) 県大会出場が決まった後に振込み 

職場・一般／大学部門 24,000円(チーム) 出演者会議後に振込み 

11 中学生・高等学校部門の地区大会は次のとおりです。 

地 区 会  場

東阪神 7月26日 (土) 7月27日 (日) (土) 川西キセラホール

西阪神 7月20日 (日) 7月26日 (土) 7月27日 (日) 郷の⾳ホール／アミティ・ベイコムホール

神 戸 7月26日 (土) 7月27日 (日) 7月28日 (月) 神戸⽂化ホール

東 播 7月25日 (金) 7月26日 (土) 7月27日 (日) 三木市⽂化会館

西 播 7月30日 (⽔) 7月31日 (木) (土) アクリエひめじ

但 馬 7月27日 (日) (土) (土) 豊岡市⺠会館

淡 路 7月27日 (日) (土) (土) 淡路市立しづかホール

日   程

 

振込手数料は、各団体でご

負担ください。 
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兵庫県吹奏楽コンクール参加規定 
 

コンクール規定 

１ 参加部門を次の通りとする。 

① 小 学 生 部 門  ② 中学生Ａ部門  ③ 中学生Ｓ部門  ④ 高等学校Ａ部門 

⑤ 高等学校Ｓ部門  ⑥ 大 学 部 門  ⑦ 職場・一般部門 

 

２ 各部門の参加人員は次の通りとする。 

① 小 学 生 部 門 ５０名以内 

② 中学生Ａ部門 ５０名以内     ③ 中学生Ｓ部門 ２５名以内 

④ 高等学校Ａ部門 ５５名以内     ⑤ 高等学校Ｓ部門 ２５名以内 

⑥ 大 学 部 門 ５５名以内     ⑦ 職場・一般部門 ６５名以内 

※高等学校Ｎ部門／中学生Ｎ部門（詳細は各地区の実施要項を参照） 

 

 

 

 

 
 

３ 各部門の参加資格は次の通りとする。 

※ 各部門とも本連盟の加盟団体に限る。 

① 小学生部門………構成メンバーは小学校に在籍している児童とする。 

② 中学生部門………規定集８・９ページ「中学生部門の加盟登録・コンクール・コンテストへの 

参加形態について」を参照してください。 

③ 高等学校部門……構成メンバーは同一高等学校に在籍している生徒とする。 

（同一経営の学園内、小学校児童、中学校生徒の参加は認める) 

④ 大学部門…………構成メンバーは同一大学及び高等専門学校に在籍している学生とする。 

⑤ 職場・一般部門…構成メンバーは次の第４項に該当しない限り自由とする。 

ただし、職業演奏家の参加は認めない。 

 

４ 同一奏者が２つ以上の団体及びチームに重複して出場することは認めない。課題曲、自由曲は同一

メンバーが演奏しなければいけない。ただし、楽器の持ち替えは認める。 

 

５ 指揮者の資格について制限はないが、課題曲・自由曲とも同一人が指揮すること。加盟時に登録し

た指揮者、指導者以外の出場は認めない。同一指揮者が同一部門で２つ以上の団体に出場できな

い。また、指揮者は地区大会と異なることはできない。ただし、指揮者にやむを得ぬ事故のあった

場合は、理事長に申し出てその指示にしたがうこと。 

【注意点】 

・ 指揮者はこの人員に含まない。 

・ Ｓ部門の参加資格は、総部員数３０名までとする。 

・ 各地区の出演者会議時点で、総部員数が３０名を超えた団体は、Ｓ部門への出場はできない。 

・ 一つの団体(学校)で、複数の部門に出場できない。 

・ 今年度は吹奏楽コンクールの小学生部門は実施しない。 
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６ 参加団体の資格に疑義あるときは、出場を停止または入賞を取り消すことができる。 

 

７ 編成について 

①課題曲はスコアに指定された編成を尊重すること。 

②自由曲は木管楽器、金管楽器、打楽器（盤楽器・擬音楽器をふくむ）、その他スコアに指定された

編成で演奏すること。ただし電子楽器の使用は認めない。また弦楽器の使用については、ハープ・

ウッドベース以外の使用は認めない。また曲中のスキャット（声）は認める。 

③ステージへハープやコントラバスなどの台やホルンの反響板などを持ち込むことを禁止する。 

 

８ 出場団体は必ず課題曲および自由曲を演奏して審査を受けるものとする。 

（ただし、小学生・中学生Ｓ・高等学校Ｓ部門はこの限りではない。） 

 

９ 課題曲は、その年度ごとに全日本吹奏楽連盟理事会で決定発表したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※課題曲の演奏上の留意点については、全日本吹奏楽連盟のホームページをご覧ください。（www.ajba.or.jp） 

 

10 課題曲および自由曲は地区予選に用いたものとする。 

 

11 著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から許諾を受けねばならない。

この許諾を受けないでコンクールに出場することは認めない。尚、許諾書のコピーを申込書に添付

すること。 

レンタル譜を演奏する場合は、使用許諾書のコピーを申込書に添付すること。 

 

12 演奏時間について 

①中学生Ａ、高等学校Ａ、大学、職場・一般部門は課題曲と自由曲を含めて１２分以内とする。 

②小学生、中学生Ｓ、高等学校Ｓ部門は７分以内とする。ただし、課題曲は演奏しなくてもよい。 

③演奏時間が超過した場合は失格として、審査の対象とはならない。また、舞台上の試奏及びティ

ンパニ以外のチューニングは禁ずる。ただし、ティンパニのチューニングは暗転時及び演奏時間

内に行うこと。 

 

 

２０２５年度全日本吹奏楽コンクール課題曲 

Ⅰ 祝い唄と踊り唄による幻想曲（第 34 回朝日作曲賞受賞作品）  杉山 義隆 作曲 

Ⅱ ステップ、スキップ、ノンストップ（順次進行によるカプリッチョ） 

        （2025 年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品）  後藤  洋 作曲 

Ⅲ マーチ「メモリーズ・リフレイン」     伊藤 士恩 作曲 

Ⅳ Rhapsody~Eclipse（2025 年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品）  大島ミチル 作曲 

http://www.ajba.or.jp/
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13 審査は、審査規定（６ページ）の定める方法による。 

審査員（敬称略） 

8月9日 高S/中S 8月10日 職・一/大 8月11日 中A 8月12日 高A

渡辺 友希子 渡辺 友希子 高鍋    歩 高鍋    歩

中西 　勲 中西 　勲

松下 浩之 松下 浩之 矢巻 正輝 矢巻 正輝

木村 寛仁 中西 　勲

渡邊 悦朗 渡邊 悦朗 飯守 伸二 飯守 伸二

松田 貴之 松田 貴之 竹原   明 竹原    明

礒田 純子 礒田 純子 大島 弥州夫 大島 弥州夫

玄    宗哲 玄    宗哲 本田 耕一 本田 耕一

 

14 審査の結果、連盟より金賞・銀賞・銅賞を贈る。また、特に次の該当団体には以下の賞を贈る。 

小 学 生 部 門の最優秀団体に贈呈    ◎ 明 石 市 長 賞 

中 学 生 Ａ 部 門の最優秀団体に贈呈    ◎ 県教育委員会賞 

中 学 生 Ｓ 部 門の最優秀団体に贈呈    ◎ 加 古 川 市 長 賞 

高等学校Ａ部門の最優秀団体に贈呈    ◎ 県 知 事 賞 

高等学校Ｓ部門の最優秀団体に贈呈    ◎ 洲 本 市 長 賞 

大 学 部 門の最優秀団体に贈呈    ◎ 豊 岡 市 長 賞 

職場・一般部門の最優秀団体に贈呈    ◎ 神 戸 市 長 賞 

※上位に入賞した団体を県代表として、関西大会に推薦する。 

 

15 曲目の変更について、中学生・高等学校部門は各地区の出演者会議、その他の部門は県大会出演者

会議（10ページ９参照）までとする。 

 

16 県大会へ出場する際のメンバー変更は可能。大会当日に参加申込書を赤で変更して団体受付に提出

すること。（各地区大会へ向けてのメンバー変更については、各地区の要項を参照） 

 

17 県大会の準備楽器としてチャイム・ティンパニ５台・マリンバ・ビブラフォン・シロフォン・グロ

ッケン・ドラ・バスドラム・ドラムセットを用意する。 

 

吹奏楽祭規定 

各地区大会の参加規定による。 
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B × ×

中Ｓ 高A 高Ｓ 大
ピアノ
使用

原

語

日

本

語

作

曲

者

編

曲

者

出

版

社

課

題

曲

人数

兵庫県吹奏楽コンクール

参加申込書

団体

コード T J ×

ふりがな 　　　　○○○○○○ 団体の

総員数

申込日

現在

所
在
地

〒○○○ー○○○○

　　　　　　　加古川市○○○○○○○○○番地 添付

書類
送付先

〒
同上

団体名 加古川市立○○○中学校 振込金受領書コピー

団体長
学校長 姫路　城二加古川和夫 指揮

者名

参加費１チーム

演

奏

曲

目

自

由

曲

Petite Suite  Ⅰ En bateau　Ⅳ Ballet ６，０００円

小組曲　Ⅰ小舟にて　Ⅳ バレエ

C.ドビュッシー 山田　一郎 吹連出版

Ⅱ

参加部門
に○印 中Ａ 職・一 有　無祭

緊急連絡先
(携帯電話) ０００−００００−００００

楽器 ＊学校団体は学年を記入(例：山田太郎③) ＊課題曲を演奏する部門は課題曲演奏時の編成を記載すること

著作権のある
作品の許諾先 　△△　△△

この申込書の記載に相違はありません。　また指揮者名のプログラム掲載を了承します。    収集した個人情報は

2025年　５　月　９　日　記載責任者(顧問）　　姫路　城二    適切に処理いたします。

Ob Fg 

Pic Fl

EbCl

BbCl

A.Cl B.Cl

T.Sax

A.Sax

Hrn

Trp

B.Sax

Trb

Tuba

Euph

　＊また許諾が必要な楽譜を使用する場合には「許諾書」を２部同封してください。（原本は手元に
　　保管しておいてください。）

総部員数

Perc

Cb

その他

合計人数 0
　＊自由曲のスコア(曲名、作曲者、編曲者、パート編成がわかるページ）のコピーを裏面に印刷して
　　２部提出してください。
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第３回兵庫県小学生バンドフェスティバル申し込み 
 

標記の件に関し、下記要領により行ないます。出演希望の団体は別紙申込書記入、参加費振込みの

上、受領書部分のコピーを申込書に貼付して２部郵送してください。５月９日(金)～５月３０日(金)の

間に申込んでください。期日以降は無効とし参加出来ません。 

2025年度より全日本小学生バンドフェスティバルは、舞台での座奏によるステージパフォー

マンス部門を「ステージ部門」に、アリーナでの演奏演技を行うマーチング部門を「フロア部

門」に名称が変更されます。 

 

１ 日 程  ２０２５年７月２８日（月）① ステージ部門 

９月 ７日（日）② フロア部門 

２ 会    場  ① 神戸文化ホール（神戸市中央区楠町4-2-2 TEL 078−351-3535） 

② グリーンアリーナ神戸（神戸市須磨区緑台 TEL 078-796-1155） 

３ 主    催  兵庫県、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社 

４ 後    援  神戸市、明石市、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会（申請中） 

５ 参 加 資 格  連盟加盟手続きを５月８日(木)までに完了した団体。 

６ 参 加 費  ① ②共 ２０,０００円（チーム） ＊出演者会議後に振込み 

郵便振替口座  ０１１５０－２－３８０８９  兵庫県吹奏楽連盟 

７ 申 込 締 切  ５月３０日(金)【当日消印有効】 

８ 書類送付 先  〒６７６−００２１  高砂市高砂町朝日町２丁目９―３１―１０１ 

          兵庫県吹奏楽連盟事務局 

９ 出演者会 議  ①７月６日(日)  場所：ウィズあかし学習室７０４ 13:30受付 14:00開会 

          ② 日時未定    場所：グリーンアリーナ神戸 

＊欠席した団体の出演順は主催者に一任されたものとみなします。 

10 参加資格 等   

① 参加資格  同一小学校に在籍、または校内外で活動する単独校、複数校及び混合の団

体に在籍している小学校児童とする。ただし、同一人が二つ以上の団体に

重複して出場することは認めない。 

② 参加人数  制限なし。 

③ 代表選考  金賞を受賞した団体の中から関西小学生バンドフェスティバルへ推薦す

る。代表数についてはステージ部門とフロア部門の参加数が決定してか

ら、比例配分により各府県の代表数を決定する。なお、代表選考を実施し

ない場合は発表会として開催しますが、その場合は、出演を希望しないこ

とも可能です。 

④ そ の 他  関西小学生バンドフェスティバルへの推薦を希望しない団体（兵庫県大会

の演奏で終了）は申込書の所定の欄に､その旨を記載する。 

著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者から許諾を受

けねばならない。この許諾を受けないでコンクールに出場することは認めない。

尚、許諾書のコピーを申込書に添付すること。 

レンタル譜を演奏する場合は、使用許諾書のコピーを申込書に添付すること。 

振込手数料は、

各団体でご負担

ください。 
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ﾌﾘｶﾞﾅ

学校名
団体名

参加部門

学校長または
代表者

顧問名

参加人数

曲目 編曲者名

吹奏楽のための○○○

　演奏曲目

上段…日本語

下段…原語

で記入

指揮者名 D.M.名

その他

以上のとおり申し込みます。

　　　　２０２５年  ５  月  ９  日　　　　　　記載責任者名　　顧問　二郎

申込先　　〒６７６−００２１  高砂市高砂町朝日町２丁目９―３１―１０１
　　　  　　　　　兵庫県吹奏楽連盟事務局

締　切　　５月３０日(金)【当日消印有効】

備品等
の使用

電源   　（下手１，上手１） その他の希望事項

マイク

＊自由曲のスコア(曲名、作曲者、編曲者、パート編成がわかるページ）のコピーを裏面に印刷して２部提出してください。

＊また許諾が必要な楽譜を使用する場合には「許諾書」を２部同封してください。（原本は手元に保管しておいてください。）

④

顧問　二郎

②

③

参加児童　　３５　名

作曲者名

①
△△　△△

　関西小学生バンドフェスティバルへの推薦 希望する　・　希望しない

顧問連絡先
(自宅)

〒６５３－９９９９　神戸市○○区□□町　

携帯電話　(０９０)   ００００―  ００００

メールアドレス　　****＠****

連絡文書
郵送先宛名

〒６５３－９９９９　神戸市○○区□□町　

宛名　　　顧問　二郎

所在地
〒６５３－９９９９　神戸市○○区□□町
　

TEL　(０７８)   ０００―  ００００　　 FAX　（０７８)   ０００―  ０００1

　　　　代表　太郎 　顧問　二郎

(　○　)ステージ部門　　　　　(　　　)フロア部門

第３回兵庫県小学生バンドフェスティバル　参加申込書

こうべしりつ○○しょうがっこう

府県名 兵庫県
神戸市立○○小学校吹奏楽部
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小学生バンドフェスティバル開催の流れ 
 

 ステージ部門 フロア部門 

参加申込み〆切 

 

５月３０日（金） 

 

関西全体で、参加が１３団体を超

えた場合は、各府県大会を実施

し、代表を選抜する。 

 

 

５月３０日（金） 

 

関西全体で、参加が１０団体を超

えた場合は、各府県大会を実施

し、代表を選抜する。 

 

兵庫県大会 

 

代表選考を実施する場合 

７月２８日（月） 

神戸文化ホール 

 

代表選考を実施しない場合 

・発表会として開催（審査あり） 

・出演しなくても関西大会に出場

可能 

 

 

代表選考を実施する場合 

９月７日（日） 

グリーンアリーナ神戸 

 

代表選考を実施しない場合 

・発表会として開催（審査あり） 

・出演しなくても関西大会に出場

可能 

 

関西大会 

 

８月２３日（土） 

京都コンサートホール 

 

９月２３日（火祝） 

 Asue アリーナ大阪 

 

全国大会 

 

１０月２５日（土） 

 りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 

 

 

１１月２２日（土） 

 大阪城ホール 

 

※ 全日本吹奏楽連盟ホームページに「小学生バンドフェスティバル・ステージ部門」のステー

ジ演奏上のルールが掲載されていますので、ご確認ください。 
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第５３回兵庫県マーチングコンテスト申し込み 
 

標記の件に関して、下記の要領にて行います。出演希望団体は別紙申込書に記入の上、参加費を郵便

振込みの上受領書部分のコピーを申込書に貼付して郵送してください。６月２７日（金）～７月１１日

（金）の間に申し込んでください。期日以降は無効とし参加出来ません。 

 

１ 日 程  ２０２５年９月７日（日） 

２ 会 場  グリーンアリーナ神戸（神戸市須磨区緑台 TEL 078-796-1155） 

３ 主 催  兵庫県、兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社 

４ 後 援  兵庫県教育委員会、神戸市、神戸市教育委員会（申請中） 

５ 参 加 資 格  連盟加盟手続きを５月８日（木）までに完了した団体。 

中学生部門  高等学校以上部門  Ｂ組部門 

（全日本マーチングコンテスト実施規定による）

６ 初期参加 費  ６,０００円（チーム） 

郵便振替口座  ０１１５０－２－３８０８９  兵庫県吹奏楽連盟 

７ 申 込 締 切  ７月１１日（金）【当日消印有効】 

※ 曲名等の変更は、出演者会議までとします。 

８ 申 込 先  〒６７６−００２１  高砂市高砂町朝日町２丁目９―３１―１０１ 

             兵庫県吹奏楽連盟事務局 

９ 出演者会 議  日  時 ：  未 定 

場   所 ：  グリーンアリーナ神戸 

上記の部門は抽選により出演順を決定します。 

欠席した団体の出演順は主催者に一任されたものとみなします。 

10 規 定 課 題  ２０２５年度マーチングコンテスト規定課題は、全日本吹奏楽連盟の規定

課題に準じる。 

11 審 査 員   稲本 渡   長瀬 敏和   竹原 明   池田 重一   中家 淳悟 

（敬称略） 

12 県大会参加費  １４,０００円（チーム） 出演者会議後に振込み 

13 そ  の  他.   ＊スコア(曲名、作曲者、編曲者、パート編成がわかるページ）のコピー

を２部提出してください。 

＊また許諾が必要な楽譜を使用する場合には「許諾書」を２部同封してく

ださい。（原本は手元に保管しておいてください。） 

振込手数料は、各団体

でご負担ください。 
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兵庫県マーチングコンテスト参加申込書 
 

コード番号 A J J × × ×  

 

団体名 

 

南あわじ市立×××中学校 
 
 
 
 
 
 

郵 便 振 替 
 

払 込 金 

受 領 書 コ ピ ー 

貼     付 

                           

１チーム１部門につき 

6,０００円 

（ 

所在地 

（〒×××-××××）T E L ×××-××××-××××    FAX×××-××××-×××× 

南あわじ市×××××番地 

 
（ 

書 類 

送付先 

（〒 ） T E L FAX 

同 上 

校長名 

 団体長名 
 

 
代表顧問名 

担当者名 
 

参 加 部 門 及 参 加 者 数 

（参加部門の記号を○で囲み、必要事項を記入すること。） 

部 門 中学生 高等学校以上 Ｂ組 

出 演 者 数 ３６名 

Ｄ Ｍ 但馬 直子 

指 導 者 名 洲本 太郎 

タ イ ト ル 宇宙に向かって 

曲 目 

 
（欄の左に曲目、欄の右 

に作曲者を記入してくだ 

さい） 

                 作編曲者名： 

                 作編曲者名： 

                 作編曲者名： 

                 作編曲者名： 

 

２０２５ 年 ６ 月 ２７ 日 

記入責任者（顧問）    洲本 太郎 
緊急連絡先（×××－××××ー××××）    

              （原本はお手元に残してコピーを２部提出してください） 

＊自由曲のスコア(曲名、作曲者、編曲者、パート編成がわかるページ）のコピーを裏面に印刷して２部提出してください。 

＊また許諾が必要な楽譜を使用する場合には「許諾書」を２部同封してください。（原本は手元に保管しておいてください。）          
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第５３回兵庫県アンサンブルコンテスト申し込み 
 

標記の件に関し、下記要領により行ないます。出演希望の団体は別紙申込書に記入の上、参加費を郵

便振込みの上受領書部分のコピーを申込書に貼付して郵送してください。 １０月３１日（金）～１１

月１４日（金）の間に申込んでください。期日以降は無効とし参加出来ません。 
 

記 
 

１ 日 程  ２０２６年 １月１８日 (日)   ① 大学／小学生／職場・一般部門 

２４日 (土)   ② 高等学校部門 

２５日 (日)   ③ 中学生部門 

２ 会 場  （①）  淡路市立しづかホール  (淡路市志筑新島5-4  TEL 0799-62-2001)   

（②･③） 神戸文化ホール    (神戸市中央区楠町4-2-2  TEL 078-351-3535) 

３ 主 催  兵庫県吹奏楽連盟、朝日新聞社 

４ 後 援  兵庫県、兵庫県教育委員会、淡路市教育委員会、神戸市教育委員会（申請中） 

５ 参 加 資 格    連盟加盟手続きを５月８日(木) までに完了した団体。 

６ 初期参加 費  職場・一般           ２,１００円（１人） 

小学生、中学、高校、大学      ６００円（１人） 

７ 申 込 締 切    １１月１４日（金）【当日消印有効】 

曲目、メンバー表ともはっきり記入してください。 

８ 書類送付 先    中学生、高等学校部門 → 各地区事務局(参加費は各地区吹連に振込) 

小学生、大学、職場・一般部門 → 県吹連事務局(参加費は県吹連に振込) 

９ 出演者会 議  小学生、大学、職場・一般部門 

  １２月１４日（日） 場所：未定  １３：４０受付、１４：００開会 

欠席したチームの出演順は主催者に一任されたものとみなします。 

10 県大会参加費  １０,０００円から「６ 初期参加費」で納めた額を差し引いた金額(１チーム) 

中学生、高等学校部門は県大会出場が決まった後に振込み 

小学生、大学部門は出演者会議後に振込み 

職場・一般部門は初期参加費(個人参加費)のみ

11 中学生、高等学校部門の地区大会は次のとおりです。 

地 区 会  場

東阪神 12月26日 (金) 12月27日 (土) 川西キセラホール

西阪神 12月27日 (土) (土) 郷の⾳ホール

神 戸 12月26日 (金) 12月27日 (土) 神戸⽂化ホール

東 播 12月25日 (木) 12月26日 (金) 高砂市⽂化会館

西 播 12月25日 (木) 12月26日 (金) ⾚とんぼ⽂化ホール

但 馬 12月27日 (土) (土) やぶ市⺠交流広場YBホール

淡 路 12月21日 (日) (土) 淡路市立しづかホール

日   程

 

振込手数料は、各団体で

ご負担ください。 
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兵庫県アンサンブルコンテスト参加規定 

 

１ 参加部門  小学生、中学生、高等学校、大学（含、高等専門学校）、職場・一般の５部門 

２ 楽器の編成及び種類 

Ａ 木管（リコーダーを除く）・金管・打楽器（擬音楽器を含む）の重奏とし、同一楽器群または他

楽器との混成でもよい。ただしピアノ及び電子楽器の使用は認めない。また、ウッドベースは低

音木管または低音金管の代用としての使用を認めるが、ウッドベースを主体とした重奏はできな

い。 

弦楽器についてはウッドベース以外の使用を認めない。 

Ｂ 人員は３名～８名とする。

３ 参加資格及び参加数 

Ａ 兵庫県吹奏楽連盟加盟団体の一員であること。 

Ｂ 各部門の参加資格については、兵庫県吹奏楽コンクール参加規定３の条項に準ずる。 

Ｃ 同一奏者が２つのグループに重複して出場できない。 

Ｄ 同一パートを２人以上で演奏しない。 

Ｅ  職業演奏家の参加は認めない。 

Ｆ 小学生、大学、職場・一般部門は１団体２チームを上限とする。中学生、高等学校部門は地区大

会実施要項に基づく。 

４ 演奏時間その他 

Ａ 演奏時間は５分以内とする。 

Ｂ 演奏時間が超過した場合は失格として、審査の対象とはならない。また、舞台上の試奏及びティ

ンパニ以外のチューニングは禁ずる。但し、ティンパニのチューニングは暗転時及び演奏時間内

に行うこと。 

Ｃ 関西アンサンブルコンテストには同一団体から２チーム以上選出しない。 

Ｄ 出場グループは自由曲１曲を演奏して審査を受けるものとする。組曲も１曲とみなす。著作権の

存在する楽曲を編曲して自由曲とする場合は、著作者から編曲の許諾を受けなければならない。

この許諾を受けないでコンテストに出場することは認めない。なお、編曲許諾のコピーを申込書

に添付すること。 

Ｅ スコアの１ページ目（曲名、作曲者名、編曲者名、編成、出版社名が明記されている部分。組曲

の場合は演奏する部分の名前も明記されている部分）を申込書の裏面に印刷して提出すること 

Ｆ 著作権の存在する楽曲を演奏する場合は、著作権者から許諾を受けなければならない。この許諾

を受けないでコンテストに出場することは認めない。尚、許諾書のコピーを申込書に添付するこ

と。レンタル譜を演奏する場合は、使用許諾書のコピーを申込書に添付すること。

申込時の注意 

① 参加申込書にはチーム毎に記入してコピーし、１枚に２チームを記入することのないようにしてく

ださい。 

② 参加料は必ず振込みとし、申込み後に生じた人数の減少、辞退等による返金はできません。 

◎ 申込時の人員を超える変更はできません。 

◎ 中学生、高等学校部門の編成及び曲目の変更は、各地区の規定に従ってください。 

◎ 小学生、大学、職場・一般の編成・曲目の変更は出演者会議まで可能です。 

◎ 県大会の準備楽器として、チャイム・ティンパニ５台・マリンバ・ビブラフォン・シロフォン・グ

ロッケン・ドラ・バスドラム・ドラムセットを全会場に用意します。 
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兵庫県アンサンブルコンテスト参加申込書 
コード番号 N H J × × ×  

 

団体名 三田市立×××中学校 
 
 
 
 

振込金受領書コピー 

貼       付 

 
 

 

収集した個人情報は適切に 

処理いたします。 

 

所在地 

（〒×××-××××） 

三田市×××-×××-番地 

T E L×××-×××-×××× FAX×××-×××-×××× 

書類 

送付先 

（〒 ） T E L FAX 

同 上 

校長名 

団体長名 
 三田 三郎 

代表顧問名 

担当者名 宝塚 歌子 
 

 

編 

 
 

成 

(金管) (８ ) 重奏 

曲 

 
 
 

目 

日本題 ※ 原題があるものはそれも書いてください。作曲者等もフルネームで書いてください。 日本名 

                             （ベラ バルトーク） 

作曲者 原    名 

原    題 （Bela Bartok）  

                    編曲者（ 上田 二郎） 

著作権のある作品の許諾先： 
出版社（ 吹連出版 ）

 

 

 
 
 
 

メンバー表 

楽 器 氏 名 楽 器 氏 名 

トランペット ○○ ○○ トロンボーン ○○ ○○ 

トランペット ○○ ○○ トロンボーン ○○ ○○ 

トランペット ○○ ○○ トロンボーン ○○ ○○ 

トランペット ○○ ○○ チューバ ○○ ○○ 

２０２５年１０月３１日 

記入責任者（顧問） 

緊急連絡先(携帯電話)： ×××-××××-××××  宝塚 歌子 

注）大学、職場・一般部門チームは演奏チームの代表者の連絡先を所在地責任者の欄に記入してください。 

＊曲名と作曲者については、原題と日本名の両方を併記ください。 

＊著作権等については各団体で責任をもって許諾をうけ、そのコピーを必ず添付してください。 

＊申込書には、郵便振込金受領書部分のコピーを貼付。裏面にスコアの１ページ（タイトル、作曲者、楽譜が載っ

ている部分）をコピーして2枚提出してください。《原本はお手元に残してください》 

ルーマニア民俗舞曲 
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（見本）           ２０２５年８月２４日 

 
 
 

兵庫県吹奏楽連盟 様 
 
 
 
 

２０２５ブラスフェスティバル後援名義使用について 
 

 
 

上記のことにつきまして、下記事業に、兵庫県吹奏楽連盟の後援名義使用の許可をして頂きま

すよう、申請いたします。 
 
 
 

記 
 

 
 

１  名  称  ２０２５ブラスフェスティバル 

２  趣  旨  優秀な吹奏楽団を招き、その演奏の鑑賞と市内吹奏楽団体の演奏発表の場を 

設けて、吹奏楽の振興と音楽を通じて、人々のふれあいをはかる。  

３  日  時  ２０２５年１１月 ○日(○) 12:30〜16:00  

４  場  所  ○○○○○○○○  

５  主  催  加東市ブラスフェスティバル実行委員会  

後  援   加東市 加東市教育委員会 兵庫県吹奏楽連盟 (以上申請中)  

６ 入場料   500円  

７  連絡・送付先  

〒 ○○○ -○○○○  

加東市○○○○○○○○ ○○○○○○○○様(方)  

TEL ○○○ - ○○ -○○○○  


